
（第18023号）東 京 都 公 報令和6年3月18日（月曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
道
路
占
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
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建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
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告

示

○
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
六
号
（
市
町
村

に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第

二
条
の
表
十
六
の
項
イ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
指
定
す

る
工
場
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一
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指
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す
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知
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…
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…（
総
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局
行
政
部
振
興
企
画
課
）…
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○
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規
模
小
売
店
舗
立
地
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更
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出
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…
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規

則

東
京
都
道
路
占
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
十
八
号

東
京
都
道
路
占
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
道
路
占
用
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
号
中
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
法
第
三
十
三

条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
占
用
物
件
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
一
号

昭
和
四
十
五
年
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
六
号
（
市
町
村
に
お
け

る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
表
十
六
の

項
イ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
工
場
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

表
立
川
市
清
掃
工
場
の
項
を
削
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
千
代
田
区
永
田
町

一
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

水
銀
及
び
そ

の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和6年3月18日（月曜日）東 京 都 公 報（第18023号） ２

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
三
十
九
号
に
よ

り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
中
央
区
月
島
三
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第18023号）東 京 都 公 報令和6年3月18日（月曜日）３

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
一
号
に
よ
り
指

定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
新
宿
区
西
新
宿
一

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
十
八
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

川
野
上
川
乗

二

変
更
の
区
間

西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
川
野
字
く
き
澤
向
千
五
百

二
十
五
番
三
地
内

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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規

則
（
公
）

警
視
庁
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
６
年
３
月
１８日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

警
視
庁
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
警
視
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
１
条

警
視
庁
組
織
規
則
（
昭
和
４７年

４
月
１
日
東
京
都
公
安
委

員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
第
１
項
の
表
生
活
安
全
部
の
項
中

「
生
活
安
全
総
務
課
」
を
「
生
活
安
全
総
務
課

人
身
安
全
対
策
課
」
に
改
め
る
。

第
１６条

中
第
４
号
を
削
り
、
第
５
号
を
第
４
号
と
す
る
。

第
３５条

中
第
５
号
を
削
り
、
第
６
号
を
第
５
号
と
し
、
第
７
号

か
ら
第
９
号
ま
で
を
１
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
４３条

中
第
１４号

を
削
り
、
第
１５号

を
第
１４号

と
す
る
。

第
４３条

の
３
を
第
４３条

の
４
と
し
、
第
４３条

の
２
を
第
４３条

の

３
と
し
、
第
４３条

の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
人
身
安
全
対
策
課
の
分
掌
事
務
）

第
４３条

の
２

人
身
安
全
対
策
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

⑴
人
身
安
全
関
連
事
案
の
諸
対
策
に
関
す
る
運
営
の
企
画
、

管
理
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
人
身
安
全
関
連
事
案
に
係
る
指
導
教
養
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１２

年
法
律
第
８１号

）
に
関
す
る
こ
と
。

⑷
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
１３年

法
律
第
３１号

）
に
関
す
る
こ
と
。

⑸
私
事
性
的
画
像
記
録
の
提
供
等
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関

す
る
法
律
（
平
成
２６年

法
律
第
１２６号

）
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防

止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３７年

東
京
都
条
例
第
１０３号

。
以

下
「
迷
惑
防
止
条
例
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
つ
き
ま
と

い
行
為
等
の
禁
止
に
関
す
る
こ
と
。

⑺
行
方
不
明
者
等
の
捜
索
、
手
配
及
び
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
精
神
障
害
者
、
行
路
病
人
等
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

⑼
要
保
護
少
年
及
び
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童

の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

⑽
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１７年

法
律
第
１２４号

）
に
関
す
る

こ
と
。

⑾
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
２３年

法
律
第
７９号

）
に
関
す
る
こ

と
。

⑿
子
ど
も
及
び
女
性
に
対
す
る
性
犯
罪
等
に
発
展
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
生
活
安
全
警
察
関
係
法
令
違
反
の
取
締
り
に
関
す

る
こ
と
。

⒀
他
の
分
掌
に
属
し
な
い
人
身
安
全
関
連
事
案
に
関
す
る
こ

と
。

第
４５条

第
９
号
中
「
こ
と
」
の
次
に
「
（
他
の
分
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
５７条

の
２
第
２
項
第
２
号
中
「
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け

る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３７年

東
京

都
条
例
第
１０３号

。
以
下
「
迷
惑
防
止
条
例
」
と
い
う
。
）
」
を

「
迷
惑
防
止
条
例
」
に
改
め
、
同
項
第
５
号
を
削
る
。

第
６２条

の
２
を
削
り
、
第
６２条

の
３
を
第
６２条

の
２
と
し
、
第

６２条
の
４
を
第
６２条

の
３
と
す
る
。

第
６６条

第
２
項
中
「
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
」

を
「
は
、
生
活
安
全
相
談
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
」
に
改
め
、

同
項
各
号
を
削
る
。

第
６６条

の
２
を
削
る
。

第
７２条

第
８
項
中
「
、
暴
走
族
対
策
室
」
及
び
「
、
ス
ト
ー
カ

ー
対
策
室
」
を
削
る
。

第
８１条

の
見
出
し
を
「
（
特
殊
詐
欺
対
策
本
部
）
」
に
改
め
、

同
条
第
１
項
中
「
警
視
庁
犯
罪
抑
止
対
策
本
部
」
を
「
警
視
庁
特

殊
詐
欺
対
策
本
部
」
に
、
「
「
犯
罪
抑
止
対
策
本
部
」
」
を

「
「
特
殊
詐
欺
対
策
本
部
」
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
犯
罪

抑
止
対
策
本
部
」
を
「
特
殊
詐
欺
対
策
本
部
」
に
、
「
犯
罪
抑
止

対
策
に
」
を
「
特
殊
詐
欺
対
策
に
」
に
改
め
る
。

第
８２条

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
８２条

削
除

第
８５条

か
ら
第
８７条

ま
で
の
規
定
中
「
犯
罪
抑
止
対
策
本
部
、

人
身
安
全
関
連
事
案
総
合
対
策
本
部
」
を
「
特
殊
詐
欺
対
策
本

部
」
に
改
め
る
。

（
警
視
庁
司
法
警
察
員
等
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
２
条

警
視
庁
司
法
警
察
員
等
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
５

年
２
月
２
日
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
第
２
項
第
１
号
ア
中
「
執
行
第
三
係
及
び
暴
走
族
対
策

室
」
を
「
暴
走
族
対
策
係
、
捜
査
第
一
係
及
び
捜
査
第
二
係
」
に

改
め
、
同
号
オ
中
「
生
活
安
全
指
導
第
一
係
及
び
生
活
安
全
指
導

第
二
係
」
を
「
生
活
安
全
法
制
係
、
生
活
安
全
指
導
係
及
び
シ
ス
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テ
ム
係
を
除
く
。
）
、
人
身
安
全
対
策
課
（
人
身
安
全
管
理
係
及

び
人
身
安
全
企
画
係
」
に
改
め
る
。

（
警
視
庁
国
有
物
品
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
３
条

警
視
庁
国
有
物
品
管
理
規
則
（
昭
和
４０年

１２月
１０日

東
京

都
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
４
条
第
１
項
第
３
号
中
「
警
視
庁
犯
罪
抑
止
対
策
本
部
、
警

視
庁
人
身
安
全
関
連
事
案
総
合
対
策
本
部
」
を
「
警
視
庁
特
殊
詐

欺
対
策
本
部
」
に
改
め
る
。

（
警
視
庁
警
察
職
員
の
定
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
４
条

警
視
庁
警
察
職
員
の
定
員
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
３８年

８

月
１
日
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
３
条
中
「
犯
罪
抑
止
対
策
本
部
、
人
身
安
全
関
連
事
案
総
合

対
策
本
部
」
を
「
特
殊
詐
欺
対
策
本
部
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提

供
の
状
況
の
公
表
に
つ
い
て

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
行
政
事
務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
に
住

民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人

確
認
情
報
を
利
用
す
る
事
務
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
九
年
東
京

都
条
例
第
八
十
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
十
月

か
ら
令
和
五
年
九
月
ま
で
の
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
の

利
用
及
び
提
供
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
六
年
三
月
十
八
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
六
年
三
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ア
ル
カ
キ
ッ
ト
錦
糸
町

二

店
舗
所
在
地

墨
田
区
錦
糸
二
丁
目
二
番
一
号

三

設
置
者
名

日
本
生
命
保
険
相
互
会
社
ほ
か
一
名

四

設
置
者
住
所

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
今
橋
三
丁
目
五

番
十
二
号
ほ
か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

橋
本

勝

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

大
山

一
也

八

変
更
前
の
小
売
業
者

株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
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の
氏
名
又
は
名
称

ほ
か
四
十
八
名

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

ほ
か
四
十
七
名

十

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

ほ
か
二
十
五
名

十
一

変
更
前
の
小
売
業

者
の
住
所

中
央
区
日
本
橋
本
町
三
丁
目
六
番
二
号

（
株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ

ン
）
ほ
か

十
二

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

大
阪
府
大
阪
市
淀
川
区
西
宮
原
二
丁
目

二
番
二
十
二
号
（
株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ

ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
ほ
か

十
三

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

才
津

達
郎
（
株
式
会
社
サ
ン
ド
ラ
ッ

グ
）
ほ
か

十
四

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

貞
方

宏
司
（
株
式
会
社
サ
ン
ド
ラ
ッ

グ
）
ほ
か

十
五

変
更
日

令
和
六
年
二
月
一
日
ほ
か

十
六

届
出
日

令
和
六
年
三
月
六
日

十
七

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
八

縦
覧
期
間

令
和
六
年
三
月
十
八
日
か
ら
同
年
七
月

十
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
九

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

テ
ル
ミ
ナ

二

店
舗
所
在
地

墨
田
区
江
東
橋
三
丁
目
十
四
番
五
号

三

設
置
者
名

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
ほ
か
一
名

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号
ほ
か

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
九
州
屋
ほ
か
三
十
四
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
九
州
屋
ほ
か
三
十
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
シ
ェ
ル
ガ
ー
デ
ン
ほ
か
十
一

名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

稲
富

仁
（
株
式
会
社
シ
ェ
ル
ガ
ー
デ

ン
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

野
口

裕
二
（
株
式
会
社
シ
ェ
ル
ガ
ー

デ
ン
）
ほ
か

十

変
更
日

令
和
六
年
一
月
三
十
一
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
六
年
三
月
六
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
六
年
三
月
十
八
日
か
ら
同
年
七
月

十
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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